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３ 宅地耐震化推進事業の実施
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１－１ 地震の概要

２８時間以内に震度７を２回記録（国内の観測史上初）

１ 熊本地震の概要
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１－２ 被害の概要

１ 熊本地震の概要
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H28.4.16 熊本市内のグラウンド
最大11万人が自宅外へ避難



１－２ 被害の概要

１ 熊本地震の概要

アーケード、建物の倒壊

民家の崩壊

道路橋の亀裂

石垣の崩落

5



１－２ 被害の概要

１ 熊本地震の概要

宅地地盤の沈下

宅地空石積の崩壊 宅地擁壁の崩壊

宅地地盤の沈下（家屋の傾斜）
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１－３ 世論の反応

◆平成２８年５月頃の熊本日日新聞紙面

・宅地「危険」戸惑う住民

・家は無事 地盤が駄目とは

・斜面の造成地 全国各地に

・l熊本地震 危険宅地２２５９カ所 「東日本」上回る

・宅地被害 住宅と比べ救済策薄く

・新たな法整備 求める声も

１ 熊本地震の概要
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２－１ 宅地被害の把握

◆被災宅地危険度判定の実施

平成２８年４月１４日 前震

４月１5日 被災宅地危険度判定予備調査の実施

４月１６日 本震

４月２０日 熊本市被災宅地危険度判定実施本部設置

５月２７日 派遣による判定士の活動終了

平成２９年１月１１日 熊本市職員による被災宅地危険度判定終了

２ 宅地被害と復旧方針

４月２１日の支援本部・実施本部
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被害箇所の計測状況



２－１ 宅地被害の把握

◆被災宅地危険度判定の結果

２ 宅地被害と復旧方針

市町村名
危険
(赤)

要注意
(黄)

調査済
(青)

簡易
調査

判定
不能等

計

熊本市 500 732 322 3,901 23 5,478

その他
市町村

2,260 1,296 663 10,113 212 14,544

計 2,760 2,028 985 14,014 235 20,022

被災宅地危険度判定調査結果（調査期間：H28.4.17～H29.1.11）（件数）
その他市町村：益城町、西原村、南阿蘇村、大津町、菊陽町、御船町、合志市、甲佐町、美里町、宇城市、山都町
簡易調査の内訳：熊本市（簡易黄364、簡易青3,537、計3,901）
その他市町村（簡易黄1,985、簡易青8,128、計10,113）
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２－２ 宅地被害の傾向と特徴

◆被害の分布

２ 宅地被害と復旧方針
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被害が集中した造成宅地



２－２ 宅地被害の傾向と特徴

◆被害が集中した造成宅地の被災状況

２ 宅地被害と復旧方針

11

道路の変状 公園の変状

宅地擁壁の変状 宅地擁壁の変状

滑動

滑動

滑動 滑
動



２－２ 宅地被害の傾向と特徴

◆熊本地震及び他の同規模地震による擁壁高さ別の被害割合

２ 宅地被害と復旧方針

※１ 沖村 孝、二木 幹夫、岡本 敦、南部 光広（1999）兵庫県南部地震による宅地擁壁被害の特徴と原因、土木学会論文集、Vol. 1999 (1999)  No. 637  

P 29-41 

※２ 橋本 隆雄、宮島 昌克（2005）2004年新潟県中越地震における宅地被害分析と今後の宅地対策、地震工学論文集、Vol. 28 (2005) P 133 

※３ 仙台市資料

※1

※2

※3

２ｍ未満の擁壁の被災割合が高い
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２－２ 宅地被害の傾向と特徴

◆熊本地震及び他の同規模地震による擁壁種類別の被害割合

２ 宅地被害と復旧方針

21%

66%

32%

15%

27%

5%

38%

38%

33%

17%

20%

6%

12%

9%

3%

28%

7%

3%

8%

13%

熊本地震

東北地方太平洋沖地震

(うち仙台市分)

新潟県中越地震

兵庫県南部地震

技術基準に適格な擁壁 現在の技術基準上は不適格な擁壁

既存不適格擁壁の被災割合が高い
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２－３ 既存事業の実施と制度の拡充

◆補助率の嵩上げと要件の拡充

２ 宅地被害と復旧方針
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２－４ 事業別の対象被災宅地

２ 宅地被害と復旧方針

被災宅地総数（推定）：約７,２００件
【県内：約１５，０００件】
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（参考資料）復興基金による支援制度の内容

２ 宅地被害と復旧方針
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２－５ 復旧方針の決定

◆負担の軽減

・避難生活が増加することによる住民の負担を軽減する

◆復興の推進

・家屋被害に比べ現行制度では宅地被害に対する支援が少なく、個人に委ねた場合

宅地の復旧が遅れ、復興全体の妨げになる

◆財政負担の軽減

・Ｈ２８補正から補助率の嵩上げ等（１／３または１／４ ⇒ １／２）

⇒ 公共事業にかかる住民負担なし
（県、他市町村とも同じ認識を共有）

２ 宅地被害と復旧方針
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り災証明（住家）交付総数の推移

7,021戸

8,337戸

7,221戸 7,637戸 7,727戸

8,520戸 8,926戸 9,007戸

11/15 11/30 12/15 12/31

＊民間賃貸住宅借上(みなし)

◆合　計

借り上げ型仮設住宅への入居戸数の推移

◆合　計 9,007戸

7,727戸

市営住宅（要援護者への優先提供を除く） 122戸

＊民間賃貸住宅借上(みなし)

種別 入居戸数

104戸

535戸

要援護者等への優先提供

プレハブ仮設住宅

　※平成28年12月15日現在雇用促進住宅(市内のみ)

519戸

住宅の提供状況



３－１ 宅地復旧の経過

３ 宅地耐震化推進事業の実施
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３－１ 宅地復旧の経過

◆小規模な擁壁被災に対する事業

○災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

○大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の拡充制度

３ 宅地耐震化推進事業の実施
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３－２ 大規模事業の実施

◆大規模事業の実施フロー

３ 宅地耐震化推進事業の実施
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３－２ 大規模事業の実施

◆初動・基礎調査

被災宅地危険度判定の結果を基にした滑動崩落可能性の調査・検討

３ 宅地耐震化推進事業の実施
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縁端部に危険宅地が集中



３－２ 大規模事業の実施

◆初動・基礎調査

新旧地形図などを基に大規模盛土造成地を抽出（スクリーニング）し調査区域を設定

３ 宅地耐震化推進事業の実施
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被災が集中した縁端部が
盛土であると確認

オレンジ色が盛土箇所



３－２ 大規模事業の実施

◆地元説明会

○第１回説明会

復興基金による支援や公共事業の住民負担について未定

→ネガティブな意見と雰囲気

○第２回説明会

事業の内容に加え、復興基金による支援と公共事業の住民負担をとらないことを説明

→ポジティブな意見と雰囲気

・個人での復旧と公共事業の調整

・施工に関する同意取得の円滑化

・工事期間中の規制等に関する協力

◆説明会の後、順次、詳細調査→設計→工事に着手

３ 宅地耐震化推進事業の実施
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３－２ 大規模事業の実施

◆詳細設計・対策工の施工

３ 宅地耐震化推進事業の実施

24

宅地の区画、安全率、危険宅地・要注意宅地の分布、宅地周辺の変状等を考慮し施工区域を設定

施工前 施工後

鉄筋挿入工



３－３ 事業完了後の施設保全

◆維持管理

◆保全条例

３ 宅地耐震化推進事業の実施
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滑動崩落防止施設 施工者 所有者 維持管理者

面的抑止施設 熊本市 熊本市 熊本市

個別施設 熊本市
熊本市

⇒土地所有者
土地所有者

項　目 内　　容

影響行為の届出
滑動崩落防止施設の保全に影響を及ぼすおそれがある行為をしようとする者は、影響行為に着手する日の３
０日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

指導及び助言
市長は、滑動崩落防止施設を保全するために必要があると認めるときは、滑動崩落防止施設が設置された土

地又はその近隣の土地の所有者等、これらの土地で工事を施行する者その他影響行為をし、又はしようとす
る者に対し、必要な指導及び助言をすることができるものとする。

禁止事項
何人も、滑動崩落防止施設を損傷し、若しくは損壊し、又はその機能を低下させ、若しくは喪失させる行為
をしてはならない。

監督処分
市長は、第５条に規定する行為をし、又はしようとする者に対し、当該行為の停止を命じ、又は相当の期間

を定めて滑動崩落防止施設の原状回復その他その機能の回復のために必要な措置をとることを命ずることが

できる。

罰則
(1)第８条の規定による市長の命令に違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。
(2)第６条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、５万円以下の過料に処する。

土地の所有権に係る
届出

(1)滑動崩落防止施設が設置された土地の所有者は、当該土地の所有権の移転があるときは、あらかじめ、そ
の旨を市長に届け出なければならない。
(2)前項の規定にかかわらず、滑動崩落防止施設が設置された土地の所有者について相続その他の一般承継が

あったときは、当該相続人その他の一般承継人は、その旨を市長に届け出なければならない。



３－３ 事業完了後の施設保全

◆保全条例の周知

３ 宅地耐震化推進事業の実施
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